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           決算後に気をつけたい税務上のポイント 

  

 

  

 

 法人の決算業務は、計算書類を作成し、株主総会で事業報告や決算承認を受けて、最後に税務申告を行っ

て終了します。株主総会では、事業報告や決算承認のほかに、役員等の選任や役員報酬の改定などについて

決議を行います。株主総会と税務申告の後の決算後においても、気をつけていただきたい税務上のポイントを

今回はご紹介いたします。 

■ 役員報酬関係のポイント 

●役員の定期同額給与の改定の検討には期限がある 
 役員報酬を恣意的に増減させることによる利益操作を防止するため、その支給時期が１月以下の一定の期

間ごとであり、その事業年度の支給額が同額であるものを定期同額給与として損金の額に算入することができ

ます。この定期同額給与の改定は、原則として期首から 3 か月以内に行う必要があります。一般的には、株主

総会や取締役会にて報酬金額を決定することになりますので、総会や取締役会が、期首から 3 か月以内に行

われたことの証として、株主総会議事録や取締役会議事録をきちんと作成して、保管しておく必要があります。 

●事前確定届出給与の提出期限は早い 

 役員に対する給与や賞与の支給時期や支給金額を事前に定め、「事前確定届出給与に関する届出書」を納

税地の所轄税務署長に提出し、その届出書どおりに支給した場合には、役員給与として損金の額に算入する

ことができます。届出書の提出期限は、職務執行開始日（通常は株主総会の日）から 1 月を経過する日又は事

業年度開始の日から 4 月を経過する日のいずれか早い日となりますので注意が必要です。 

■ 株主総会関係のポイント 

●任期を長くした場合の役員重任登記を忘れない 
 役員の任期は原則 2 年（監査役は 4 年）、非公開会社の場合には定款で定めることにより最長 10 年まで伸長

できます。任期を満了した役員が次の任期も務めることを「重任」と呼びますが、「重任」は役員変更の登記申

請が必要になります。重任登記を失念すると登記懈怠の過料が「代表取締役個人」に課せられるので注意が

必要です。特に 10 年の任期としている法人の場合、この重任登記手続きを忘れがちではありますので、役員

の任期と満了時期について再確認してください。 

■ 書類の保存についてのポイント 

●帳簿の保存は、「紙」による保存が原則 
 法人税法では、申告書や決算書の作成の基になった帳簿書類の保存が義務付けられており、紙による保存

が原則です。決算作業が終わった後は、その事業年度の帳簿などを印刷し保存をしておくことが必要です。な

お、「帳簿」には、総勘定元帳、仕訳帳、固定資産台帳などがあり、「書類」には貸借対照表、損益計算書、棚卸

表などがあります。 

●電子帳簿保存法では電磁的記録での保存が可能、税制改正による要件緩和 

 「電子帳簿保存法」では、帳簿を最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成している場合で、

税務署長への事前の承認を受けたときには、「紙」での帳簿の保存に変えて、電子データでの保存が可能とな

ります。現行法では、会計ソフトは、①訂正削除履歴の確保、②相互関連性の確保、③関係書類等の備え付け、

④見読可能性の確保、⑤検索機能の確保、の要件を充足する必要があります。 

この厳しい要件が電子化の阻害になっていたことや、ペーパーレス化を加速する観点から、令和 3 年度税制

改正で抜本的な改正が行われ、税務署長の事前承認が不要となり、検索要件が緩和されました。また、現在

の要件を充たした会計ソフトは「優良な電子帳簿」として、記録事項に関して修正申告があった際の過少申告

加算税が 5％軽減されます（隠蔽又は仮装を除く）。また、それ以外の会計ソフトでも、上記③から⑤の要件を

充たす場合には「一般電子帳簿」として、電子データでの保存が認められることになりました。ただし、複式簿記

であることと、税務調査においてデータのダウンロードに応じる必要があります。なお、この改正は、令和 4 年 1

月 1 日以降開始する事業年度分から適用されます。 



 

 
 

 

 

 

 

  事前確定届出給与は、届出書どおりに支給しなければ損金の額に算入されません。80 万円しか支給

しなかった場合には、届出金額の範囲内ですが 80 万円の全額が損金不算入となります。また 120 万円

を支給した場合には、差額の 20 万円だけではなく、120 万円全額が損金不算入となります。 

 

 

  役員の重任登記のみであれば税務署への届出は不要です。新たに代表取締役に就任する者がいる

場合や、代表取締役の住所が変更になった場合には、税務署への届出が必要になります。 

 

 

  保管期間は会社法と法人税法で異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

なお、税務の申告書や届出書については法的な保管期間の定めがありませんが、これらは会社の歴

史を示す資料ですので、決算書とともに永久保存されることをお勧めします。 

 

 

  「帳簿」は、電子帳簿保存法では、最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成している

場合に、電子データでの保存が認められているものであり、いったん「紙」に出力したものをスキャナ読

み取り保存する方法は認められておりません。 

また、請求書や領収書などの「書類」についての電子データでの保存は、電子帳簿保存法の「スキャ

ナ保存制度」があります。現行法では、税務署長への事前申請承認のもと、タイムスタンプの付与など

一定の要件を充たした場合には、紙の書類は廃棄し、スキャンした電子データでの保存が可能となりま

す。このスキャナ保存制度は、令和 3 年度の税制改正により、税務署長の事前承認や一定の要件のも

とでのタイムスタンプの付与が不要になるなど、大幅な要件緩和が行われております。 

 

 

 

 

 

  文書名 保管期間 

会
社
法 

計算書類及び附属明細表 

（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表等） 
10 年 

会計帳簿及び事業に関する重要書類 

（総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳等） 

法
人
税
法 

帳簿 

（総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳等） 原則 

7 年 書類 

（貸借対照表、損益計算書、棚卸表、領収書、請求書、契約書等） 

Ｑ１． 事前確定届出給与について、届出書に 100 万円を支給する旨の記載をし、実際は 80 万円しか支給し

ませんでした。届出金額の 100 万円以内であるため、80 万円は全額損金に算入できますか？また、仮

に 120 万円を支給した場合、差額の 20 万円だけが損金不算入となり、100 万円は損金になりますか？ 

ア ク タ ス 税 理 士 法 人 

アクタスマネジメントサービス㈱ 

 【赤坂事務所】  東京都港区赤坂3-2-12 赤坂NOAビル6F           TEL：03-3224-8888  FAX：03-5575-3331 

【荒川事務所】  東京都荒川区荒川3-21-2-105                    TEL：03-3802-8101  FAX：03-3805-2070 

【立川事務所】  東京都立川市曙町2-34-13 オリンピック第3ビル5F    TEL：042-548-8001  FAX：042-548-8002 

【大阪事務所】  大阪市西区江戸堀1-9-1 肥後橋センタービル7F     TEL：06-6449-8682  FAX：06-6449-8683 

【長野事務所】  長野県飯田市松尾上溝2700-1 MATOIビル2F       TEL：0265-59-8070  FAX : 0265-59-8077 

【 URL 】http://www.actus.co.jp    【 MAIL 】 info@actus.co.jp  

Ｑ２．役員の重任登記をした場合には、税務署への届出は必要ですか？ 

Ｑ３．帳簿書類は何年間保管しておけばいいですか？ 

Ｑ４．紙の帳簿や書類を、スキャナで読み取って PDF 等の電子データで保管することは可能ですか？ 


